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群
馬
県
屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
一
月
二
十
四
日 

群
馬
県
知
事 

山 

本 

一 

太 
 

 

群
馬
県
規
則
第
二
号 

 
 
 

群
馬
県
屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

群
馬
県
屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
群
馬
県
規
則
第
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
十
八
条
第
一
項
中
「
第
十
八
条
第
一
項
」
を
「
第
十
七
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
を

次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

３ 

第
二
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
大
規
模
な
広
告
物
等
の
安
全
性
を
点
検
す
る
者
は
、
屋
外
広

告
物
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
条
第
二
項
第 

三
号
イ
に
規
定
す
る
登
録
試
験
機
関
が
広
告
物
等
の
表
示
若
し
く
は
設
置
に
関
し
必
要
な
知
識 

に
つ
い
て
実
施
す
る
試
験
に
合
格
し
た
者
（
以
下
「
屋
外
広
告
士
」
と
い
う
。
）
又
は
第
二
十 

五
条
第
二
項
各
号
に
規
定
す
る
資
格
を
有
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
十
八
条
第
四
項
を
削
る
。 

 

第
二
十
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
点
検
の
基
準
等
） 

第
二
十
条
の
三 

条
例
第
二
十
三
条
第
一
項
本
文
の
点
検
は
、
広
告
物
等
の
種
類
及
び
特
性
に
応
じ

て
、
三
年
を
超
え
な
い
期
間
ご
と
に
目
視
、
打
診
等
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
点
検
を
完
了
し
た
者
は
、
知
事
が
交
付
す
る
点
検
済
標
識
（
別
記
様
式
第

十
八
号
の
二
）
を
速
や
か
に
当
該
広
告
物
等
に
貼
付
し
、
点
検
が
完
了
し
て
い
る
こ
と
を
表
示 

す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
壁
面
広
告
物
等
で
板
面
に
直
接
貼
付
す
る
こ
と
が
困
難
な
も
の 

に
つ
い
て
は
、
事
業
所
に
第
五
項
に
定
め
る
屋
外
広
告
物
安
全
点
検
報
告
書
と
同
等
の
も
の
を 

点
検
後
三
年
間
備
え
る
こ
と
を
も
っ
て
こ
れ
に
代
え
る
。 

３ 

条
例
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。 

 

一 

条
例
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
講
習
会
（
第
二
十
八
条
か
ら
第
三
十
条
ま
で
に
お

い
て
「
講
習
会
」
と
い
う
。
）
の
課
程
を
修
了
し
た
者
又
は
条
例
第
三
十
四
条
第
一
項
第
三 

号
に
掲
げ
る
者 

 

二 

建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
建
築
士 

 

三 

電
気
工
事
士
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
三
十
九
号
）
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
電
気

工
事
士 

 

四 

電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
第
四
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
第
一

種
電
気
主
任
技
術
者
免
状
、
第
二
種
電
気
主
任
技
術
者
免
状
又
は
第
三
種
電
気
主
任
技
術
者 

免
状
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者 

 

五 

屋
外
広
告
業
の
事
業
者
団
体
が
公
益
目
的
事
業
と
し
て
実
施
す
る
広
告
物
等
の
点
検
に
関
す

る
技
能
講
習
の
修
了
者 

 

六 

職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
六
十
四
号
）
に
基
づ
く
職
業
訓
練
指
導
員

免
許
所
持
者
、
技
能
検
定
合
格
者
又
は
職
業
訓
練
修
了
者
で
あ
っ
て
広
告
美
術
仕
上
げ
又
は 

帆
布
製
品
製
造
に
係
る
も
の 

４ 

条
例
第
二
十
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
則
で
定
め
る
広
告
物
等
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す 

る
。 

 

一 

は
り
紙
、
は
り
札
等
、
立
看
板
等
、
広
告
旗
、
広
告
幕
、
ア
ド
バ
ル
ー
ン
、
壁
面
に
直
接
塗

装
さ
れ
た
も
の
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
軽
易
な
広
告
物 

 

二 

法
令
の
規
定
に
よ
り
条
例
第
二
十
三
条
第
一
項
本
文
の
点
検
と
同
程
度
以
上
の
点
検
を
実
施

す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の 

 

三 

そ
の
他
点
検
の
必
要
が
な
い
と
知
事
が
認
め
る
も
の 

５ 

条
例
第
二
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
報
告
は
、
屋
外
広
告
物
安
全
点
検
報
告
書
（
別
記
様
式 

第
十
八
号
の
三
）
を
知
事
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

第
二
十
一
条
中
「
第
二
十
三
条
第
二
項
」
を
「
第
二
十
四
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。 

第
二
十
五
条
第
二
項
第
一
号
中
「
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
）
」
を
削
り
、
同
項
第 

二
号
中
「
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
三
十
九
号
）
」
を
削
る
。 

 

第
二
十
六
条
第
一
項
中
「
法
第
十
条
第
二
項
第
三
号
イ
に
規
定
す
る
試
験
に
合
格
し
た
者
」
を

「
屋
外
広
告
士
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
十
八
条
第
一
項
中
「
条
例
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
」
及
び
「
（
以
下
「
講
習 

会
」
と
い
う
。
）
」
を
削
り
、
同
条
第
四
項
第
三
号
中
「
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
」

を
削
り
、
同
項
第
四
号
中
「
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
六
十
四
号
）
」
を
削
る
。 

 

別
記
様
式
第
十
七
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

  

別
記
様
式
第
十
八
号
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。 

                  

■ 

規 
 

則 

別
記
様
式
第
１
７
号

 
削
除
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別記様式第１８号の２（第２０条の３関係） 

 

点 検 済 標 識 

点検日 
 

点検者 
 

連絡先 
 

群  馬  県 

 

 

 

 

  

セ
ン
チ 

メ
ー
ト
ル 

３．５ 

７センチメートル 
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別記様式第１８号の３（規格Ａ４）（第２０条の３関係） 

屋外広告物安全点検報告書 

年  月  日  

 群馬県     土木事務所長 あて 

報告者  住 所                                   

                              氏 名                      

電話番号                   

（法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名） 

 屋外広告物の点検結果を下記のとおり報告します。 

広告物等の種類 屋上看板 ・ 壁面看板 ・ 突出看板 ・ 建植看板 ・ その他 

設 置 場 所  

点 検 年 月 日      年   月   日 

点検者 

氏      名  

住      所  

電 話 番 号  

資 格 名 称  

点検 

箇所 
点   検   項   目 異常の有・無 改 善 の 概 要 

基
礎
部
・ 

上
部
構
造 

１ 上部構造全体の傾斜、ぐらつき  有 無  

２ 基礎のクラック、支柱と根巻きとの隙間、支柱ぐらつき 有 無  

３ 鉄骨のさび発生、塗装の老朽化 有 無  

支
持
部 

１ 鉄骨接合部（溶接部・プレート）の腐食、変形、隙間 有 無  

２ 鉄骨接合部（ボルト、ナット、ビス）のゆるみ、欠落 有 無  

取
付
部 

１ アンカーボルト・取付部プレートの腐食、変形 有 無  

２ 溶接部の劣化、コーキングの劣化等 有 無  

３ 取付対象部（柱・壁・スラブ）・取付部周辺の異常 有 無  

広
告
板 

１ 表示面板・切り文字等の腐食、破損、変形、ビス等の欠落 有 無  

２ 側板、表示面板押さえの腐食、破損、ねじれ、変形、欠損 有 無  

３ 広告板底部の腐食、水抜き孔の詰まり 有 無  

照
明
装
置 

１ 照明装置の不点灯、不発光 有 無  

２ 照明装置の取付部の破損、変形、さび、漏水 有 無  

３ 周辺機器の劣化、破損 有 無  

そ
の
他 

１ 付属部材（装飾、振れ止め棒、鳥よけ、その他附属品）の 

腐食、破損 
有 無  

２ 避雷針の腐食、損傷 有 無  

３ その他点検した事項（             ） 有 無  

注１ 複数の広告物等を表示する場合は、広告物１基ごとに作成すること。 

 ２ 広告物等の種類により、該当する点検箇所・点検項目がない場合は、「改善の概要」の欄に斜線を引くこと。 
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附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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◎群馬県告示第２１号 

 群馬県薬物の濫用の防止に関する条例（平成２７年群馬県条例第２７号。以下「条例」という。）第１３条第１

項の規定により、知事指定薬物を次のとおり指定するので、同条第３項の規定により告示する。 

  令和７年１月２４日 

                                    群馬県知事 山 本 一 太   

１ 知事指定薬物の名称 

 (1) ２－（エチルアミノ）－２－（２－フルオロフェニル）シクロヘキサン－１－オン（通称名２Ｆ－ＮＥＮＤ

ＣＫ、２Ｆ－２ＯＸＯ－ＰＣＥ、２－ＦＸＥ、２－ｆｌｕｏｒｏｄｅｓｃｈｌｏｒｏ－Ｎ－ｅｔｈｙｌ－ｋｅ

ｔａｍｉｎｅ）及びその塩類 

 (2) ２－［（４－メトキシフェニル）メチル］－５－ニトロ－１－［２－（ピロリジン－１－イル）エチル］－

１Ｈ－ベンゾ［ｄ］イミダゾール（通称名Ｍｅｔｏｎｉｔａｚｅｐｙｎｅ、Ｎ－Ｐｙｒｒｏｌｉｄｉｎｏ Ｍ

ｅｔｏｎｉｔａｚｅｎｅ）及びその塩類 

 (3) （８Ｒ）－６－アリル－１－（シクロプロパンカルボニル）－Ｎ，Ｎ－ジエチル－９，１０－ジデヒドロエ

ルゴリン－８－カルボキシアミド（通称名１ｃＰ－ＡＬ－ＬＡＤ）及びその塩類 

(4) （８Ｒ）－１－（シクロプロパンカルボニル）－Ｎ－メチル－Ｎ－（プロパン－２－イル）－６－メチル－ 

９，１０－ジデヒドロエルゴリン－８－カルボキシアミド（通称名１ｃＰ－ＭｉＰＬＡ、１ｃＰ－ＭＩＰＬ 

Ａ）及びその塩類 

２ 指定の理由 

  条例第２条第７号に掲げる薬物に該当し、県の区域内において濫用されるおそれがあると認められるため。 

３ 指定の効力が発生する日 

  令和７年１月２５日 

 

 

 

◎群馬県告示第２２号 

 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２９条の規定により、農林水産大臣から次のとおり保安林に指定する予

定である旨の通知があった。 

  令和７年１月２４日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   

１ 保安林予定森林の所在場所 桐生市黒保根町下田沢字原ノ道下２４７０の１、２４７２の１、みどり市大間々

町塩原７９７、８０６、８０７、１８２２から１８２４まで 

２ 指定の目的 土砂の流出の防備 

３ 指定施業要件 

(1) 立木の伐採の方法 

   ア 次の森林については、主伐は、択伐による。 

    桐生市黒保根町下田沢字原ノ道下２４７２の１（次の図に示す部分に限る。）、みどり市大間々町塩原７

９７、８０６、８０７、１８２３ 

   イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 

■ 告  示 
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   ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定め

る標準伐期齢以上のものとする。 

   エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

(2) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 

  「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を群馬県環境森林部森林局森林保全課及び関

係市役所に備え置いて縦覧に供する。 

 

 

 

 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第７号の規定による処分をしたので、同法第２９条の５

第１項の規定により、次のとおり公告する。 

  令和７年１月２４日 

                                    群馬県知事 山 本 一 太   

１ 処分をした年月日 令和７年１月１６日 

２ 被処分者 
  

商号又は名称 主たる営業所の所在地 代表者の氏名 許可番号 

川南鋼機株式会社 群馬県前橋市青柳町６１１番
地７ 

代表取締役 粕川知洋 群馬県知事許可（般－５）
第２１９２６号 

  
３ 処分の内容 建設業法第２９条第１項第７号の規定による建設業許可の取消処分 

 (1) 取消処分の対象となる許可番号 群馬県知事許可（般－５）第２１９２６号 

 (2) 取消処分の対象となる建設業 電気工事業、管工事業、機械器具設置工事業 

４ 処分の原因となった事実 被処分者の取締役は、刑法（明治４０年法律第４５号）第２０４条の規定により罰

金３０万円の略式命令を受け、令和３年９月３０日にその刑が確定しているにもかかわらず、令和５年５月２５

日付けで提出した建設業許可申請書に、申請者及び申請者の役員等が建設業法第８条各号に規定されている欠格

要件に該当しないことを誓約する旨を記載した誓約書及び賞罰がない旨を記載した常勤役員等の略歴書を添付し、

もって不正の手段により、同年６月２３日付けで同法第３条第１項の許可を受けた。このことは、同法第２９条

第１項第７号に該当する。 

 

 

 

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「法」という。）第４２条第１項第４号の規定により、次のとお

り道路を指定した。 

  令和７年１月２４日 

                                    群馬県知事 山 本 一 太   
 

番
号 

指定に係る 
道路の種類 

指定に係る 
道路の位置 

指定に係る道路 
の延長及び幅員 

メートル 

指 定 番 号 
指定年月日 

１ 法第４２条第１
項第４号に規定
する道路 

群馬県安中市安中二丁目
字長龍３３４３－１７の
一部、３３４３－３４、 

延長 ４３．７６ 
幅員 １７．８２ 

～２６．０４ 

群馬県指令高土第８８６－２号 
令和６年１２月２７日 

■ 公  告 
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３３４３－３５、３３４
３－４３、３３４３－４
６ 

 

 
 

 

 

 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「法」という。）第４２条第１項第５号の規定により、次のとお

り道路の位置を指定した。 

令和７年１月２４日 

                                    群馬県知事 山 本 一 太 
 

番号 
指定に係る 
道路の種類 

指定に係る 
道路の位置 

指定に係る道路 
の延長及び幅員 

メートル 

指 定 番 号 
指定年月日 

１ 
 

法第４２条第１
項第５号に規定
する道路 

北群馬郡吉岡町大字漆
原字上新田７５－４ 

延長 ４５．４５ 
幅員  ６．００ 

群馬県指令前土第３０４－１６号 
令和６年１２月６日 

２ 同 北群馬郡吉岡町大字北
下字麻草原５７６－６ 

延長 ３４．９０ 
幅員  ５．０１ 

（４．８６） 
～５．０９ 

（４．９４） 

群馬県指令前土第３０４－１７号 
令和６年１２月２７日 

 
 

 

 

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「法」という。）第７７条の２１第１項の指定確認検査機関（以

下「機関」という。）について、法第７７条の３４第１項の規定により、確認検査の業務の一部を休止する旨の届

出があったので、同条第３項の規定に基づき次のとおり公示する。 

令和７年１月２４日 

                                    群馬県知事 山 本 一 太 

１ 確認検査の業務を一部休止する機関の名称及び所在地並びに代表者の氏名 公益財団法人群馬県建設技術セン

ター 群馬県前橋市大渡町一丁目１０番地の７ 理事長 岩下 勝則 

２ 確認検査の業務の一部休止の期間 令和７年２月１５日から同年３月３１日まで 

３ 確認検査の業務の一部休止の内容 

一 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令（平成１１年建設省令第１３号。

以下「機関省令」という。）第１５条第１号に掲げる建築確認の業務のうち法第６条の２第１項の規定による

建築確認の業務 

二 機関省令第１５条第２号に掲げる建築物の検査の業務のうち法第７条の２第１項の規定による完了検査の引

受けの業務及び法第７条の４第１項の規定による中間検査の引受けの業務 

三 機関省令第１５条第１３号に掲げる工作物の建築確認の業務のうち法第８８条第１項の規定により準用する

法第６条の２第１項の規定による建築確認の業務 

四 機関省令第１５条第１４号に掲げる工作物の検査の業務のうち法第８８条第１項の規定により準用する法第

７条の２第１項の規定による完了検査の引受けの業務及び法第８８条第１項の規定により準用する法第７条の
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４第１項の規定による中間検査の引受けの業務 

 

 

 

 

◎群馬県警察本部告示第１号 

 群馬県公安委員会等の所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する細則（令和３年群馬県警察本

部告示第４号）の一部を次のように改正する。 

  令和７年１月２４日 

群馬県警察本部長 重 永 達 矢   

 第５条中「（以下「申請部分」という。）をインターネットにおいて識別することができる文字、番号、記号そ

の他の符号であって、申請等を行う者の電子メールアドレスごとに異なるものとなるように、有効期間を定めて割

り当てられるもの（以下「ワンタイムＵＲＬ」という。）を受信し、当該ワンタイムＵＲＬを用いて申請部分に接

続する措置」を「に次に掲げる方法のいずれかを用いて接続することにより行うもの」に改め、同条に次の各号を

加える。 

⑴ インターネットにおいて識別することができる文字、番号、記号その他の符号であって、申請等を行う者の

電子メールアドレスごとに異なるものとなるように、有効期間を定めて割り当てられるもの（以下「ワンタイ

ムＵＲＬ」という。）を受信し、当該ワンタイムＵＲＬを用いる方法 

⑵ 申請等を行う者ごとにあらかじめ付与された識別符号及び暗証符号を用いる方法 

別表中９の項を１０の項とし、１の項から８の項までを１項ずつ繰り下げ、同表に１の項として次のように加え

る。 
 

１ 遺失物法施行規則（平成１９年国家公安委員会規則第６号） 第２６条、第２８条第２項及
び第３項（第１号イ及び第２
号イを除く。）、第３１条第
１項、第３２条、第３３条第
１項並びに第４１条 

 

   附 則 

 この告示は、令和７年１月２７日から施行する。 

 

 

 

 

 次のとおり随意契約の相手方を決定した。 

  令和７年１月２４日 

群馬県警察本部長 重 永 達 矢   

１ 随意契約に係る特定役務の名称及び数量 県警ヘリコプター「あかぎ」アグスタ式Ａ１０９Ｅ型の耐空証明更

新整備及び無線局（航空機局）の定期検査更新整備の追加整備 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 群馬県警察本部警務部会計課調度・契約係 群馬県前橋

市大手町一丁目１番１号 

３ 随意契約の相手方を決定した日 令和６年１２月１３日 

４ 随意契約の相手方の名称及び所在地 中日本航空株式会社 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字殿釜２番地 

５ 随意契約に係る契約金額 ３５，９７０，０００円 

■ 落  札 

■ 警察本部告示 
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６ 契約の相手方を決定した手続 随意契約 

７ 随意契約の理由 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第３７２

号）第１１条第１項第２号該当 
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